
デイサービスセンター第２清鈴園本町集会所 

重要事項及びサービス内容説明書 

 

あなたに対する第一号通所介護（介護予防通所介護相当サービス）又は通所介護サービス

の提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

１． 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

事業者の所在地 広島県廿日市市原１０３６２番地の２ 

代表者名 理事長 西嶋 佳弘 

電話番号 0829-38-0011 

設立年月日 1967（昭和 42）年 3月 28日 

 

2. ご利用の事業所 

事業所の名称 デイサービスセンター第２清鈴園本町集会所 

事業所の所在地 広島県廿日市市本町 7番 43号 

管理者の氏名 小野 誠之 

電話番号 0829-36-2552 

ファクシミリ番号 0829-36-2550 

介護保険事業所番号 3472700172 

 

3. 通常の事業の実施地域 

実施地域 廿日市市（旧廿日市市地区） 

 

4. 当該所在地で実施する事業 

事業の種類 指定年月日又は事業開始年度 指定番号 
利用 

定数 
ケアハウス 1995（平成 7）年 3月 1日  30人 

介護老人福祉施設 1995（平成 7）年 3月 20日 3472700198 64人 

通所介護型サービス 2000（平成 12）年 2月 22日 3472700172 30人 

介護予防認知症対応型 

通所介護 
2006（平成 18）年 4月 1日 3472700172 12人 

認知症対応型通所介護 2000（平成 12）年 2月 22日 3472700172 12人 

介護予防短期入所生活介護 2006（平成 18）年 4月 1日 3472700180 6人 

短期入所生活介護 2000（平成 12）年 2月 22日 3472700180 6人 

居宅介護支援 1999（平成 11）年 9月 10日 3472700032 

 介護予防支援 2024（令和 6）年 4月 1日 3472700032 

生活援助型訪問サービス 2006（平成 18）年 4月 1日 3472700164 

訪問介護型サービス 2000（平成 12）年 4月 1日 3472700164  

身体障害者居宅介護 2003（平成 15）年 3月 14日 3412700167  



知的障害者居宅介護 2003（平成 15）年 3月 14日 3412700167 

精神障害者居宅介護 2003（平成 15）年 4月１日 3412700167 

老人介護支援センター 1992（平成 4）年 4月 1日 

その他のサービス 子どもの居場所支援事業 2019（令和元）年 12月 9日 

学習支援事業 2023（令和 5）年 4月 1日 

 

5. 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

介護保険法の定めるところにより，ご契約者（利用者）が可能な限り

その居宅において，豊でかつその能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように支援及び援助すると共に，ご家族の心身の負

担の軽減を図ることを目的とします。 

施設運営の方針 

事業の運営，サービスの提供にあたっては関係法令，省令，告示，

及び，県条例，県告示に適合することはもとより，次のことを基本方

針とします。 

(1)利用者が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ

て自立した日常生活を営むことができるよう，必要な日常生活

上の援助及び機能訓練を行なうと共に，利用者の社会的孤立

感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図ります。 

(2)利用者及びその家族（以下「利用者等」という。）の自己決定を尊

重し選択利用に必要な情報を適切に提供し，意向に沿ったサー

ビスの提供に努めます。 

(3)正当な理由なくサービスの提供を拒まずまた，サービス提供にあ

たっては居宅介護支援事業者及び福祉，保健，医療や公私の

サービスと連携し効果的なサービス提供に努めます。 

 

6. 主な施設，設備 

設備の種類 数 面   積 1人あたりの面積 

食堂及び機能訓練室 １室 68.04㎡ 6.8㎡ 

静養室 １室  12.3㎡ （共用） 

相談室 １室 7.4㎡ （共用） 

（注１） 食堂及び機能訓練室の指定基準は，１人あたり 3㎡です。 

 

7. ご利用事業所の営業日の職員体制 

職   種 員 数 勤務体制 

管理者 1名 
常勤（特別養護老人ホーム阿品清鈴施設長兼務） 

9時 00分～18時 00分   

生活相談員 １名 常勤  １名       8時 30分～17時 30分 

介護職員 １名以上 非常勤 １名      8時 30分～17時 30分 

機能訓練指導員 原則、１名 非常勤 １名    14時 00分～16時 00分 

※ 看護職員 1名を協力医療機関と連携 



8. 営業日及び営業時間 

営 業 日 
水曜日 

（但し 12月 31日から 1月 3日を除く） 

営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 30分。 

サービス提供時間 原則、午前 9時 50分から午後 4時 00分（送迎時間は除く）。 

 

9. 提供するサービス概要 

（１）サービス内容 

サービスの内容 提  供  方  針 

迎え 

 

家族との情報交換 

 

健康チェック 

 

 

 

 

機能訓練，レクリエーショ

ンなど 

昼食 

ティータイム 

送り 

 

 

 

相談 

連絡調整 

希望される場合送迎します。但し，通常の事業実施地域外の利

用者については実費をいただきます。 

送迎時（家族送迎の場合は受入れ時）に当日のサービス実施

上事業者が承知しておくべき事項（健康状態など）についてご

家族などから情報の提供，連絡をしていただきます。 

（血圧､脈拍､体温） 

看護師により健康状態を把握します。 

必要な場合は主治医の指示，助言を受けご家族とご相談して

対処します。 

グループ単位又は個別に機能訓練や認知症予防プログラム、

アクティビティ（活性化）プログラムをします。 

市販のお弁当，時には調理実習などにより提供します。 

湯茶等により歓談休憩します。 

健康状態の変化の有無を確認した上でご家庭にお送りします。

ご家族が送迎される場合はご家族にお引き渡しします。 

なお，この時に一日の状態など必要事項をご家族にご報告しま

す。 

ご本人，ご家族の相談に応じます。 

サービス上必要に応じて地域包括支援センターや居宅介護支

援事業所をはじめ関係サービス事務所などとの連絡調整をし

ます。 

（２）第一号通所事業サービス計画及び通所介護計画（以下、「通所介護計画など」という） 

① 当事業所では，あなたの心身の状況やご希望，環境を踏まえて，機能訓練などの

目標やそれを達成するための具体的なサービス内容を記載した通所介護計画など

を作成します。 

② この通所介護計画などは，介護予防サービス支援計画又は居宅サービス計画（以

下、「居宅サービス計画など」という。）が作成されている場合は，それに沿って作成

するものとします。 

（３）安全，衛生 

サービスの提供に用いる設備，器具等については，安全，衛生に常に注意します。 



（４）従業者の禁止行為 

通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。） 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑤ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑

行為 

 

10. サービスの提供にあたって 

（１） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住

所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（２） 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に基づ

き、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢通所介護計画｣を作成します。なお、作成した

「通所介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただく

ようお願いします 

（３） サービス提供は「通所介護計画｣に基づいて行います。なお、「通所介護計画」は、利用者

等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます 

 

11. 居宅介護支援事業者等との連携 

（１） 指定通所介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 
（２） サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」の写

しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 
（３） サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内

容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 
 

12. サービス提供の記録 

（１） 指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを

提供した日から 2年間保存します。 

（２） 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

 

13. 留意事項 

（１） サービス開始にあたって当事業所の従事者が予め承知しておくべき心身の状態や主治

医からの注意事項，日常生活上利用者などが注意していることなど漏れなく知らせていた

だくこと。 

（２） 利用当日は送迎時等に健康状態など従事者がその日のサービスに当たって承知しておく



べきことを漏れなく知らせていただくこと。 

（３） 他の利用者に感染するおそれのある疾患等がある場合は，当日の利用を中止していた

だくこと。 

（４） 利用日以降，感染の可能性がある疾患に罹患していることが判明した場合は，速やかに

当事業所に連絡していただくこと。 

（５） 他の利用者の迷惑になるような言動があり，他の利用者が耐えがたく従事者が工夫，努

力してもいかんともしがたい場合は利用を中止していただくこと。 

（６） 利用日に休む場合は早めに（体調不良等やむを得ない場合を除き、少なくとも前日まで）

連絡していただくこと。 

 

14. 衛生管理等 

（１） 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２） 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（３） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、年

４回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

15. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲

げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 施設サービス部 ・ 谷栖 博一 

（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報します。 

 

16. 身体拘束について 
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら

れるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小

限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等

についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを



積極的に行います。 

（１） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

17. 緊急時等の対応 

（１） 事業所は、サービスの提供により緊急事態等が発生した場合は、速やかに緊急連絡先に

連絡を行うとともに、主治医または医療機関への連絡を行います。 

（２） 急を要する場合は、事業所の判断により、救急車を要請し、事後報告となる場合もありま

す。 

（３） 緊急時等においては、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター及び関係各機関

に対して、速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（４） 緊急時の状況及びその対応について記録します。 

 

18. 事故発生時の対応方法について 

（１） 事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２） 事故発生時には、その原因の解明に努め、再発防止のための対策を講じます。 

（３） 事業所は、万一の事故の発生に備えて、社会福祉・介護保険施設総合保険に加入してお

ります。 

（４） 事業所は、サービスの提供により賠償すべき事態が発生した場合には、天災地異等不可

抗力による場合、また利用者同士の問題に基づき発生した事業所の損害による場合を除

き、速やかに誠意をもって損害賠償を行います。但し、事態の発生につき、利用者の側に

重過失がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。また、事業所の側に故意過

失がなかった場合は、この義務はありません。 

 

19. 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保

護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適

切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービ

ス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由

なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

おいても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後におい

ても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とし



ます。  

② 個人情報の

保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者

の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録

物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理

者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止

するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容

を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求

められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範

囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な

場合は利用者の負担となります。)  
 

20. 利用料 

別紙のとおりです。 

 

21. 利用料の支払い方法 

当事業所では，あなたに対し，毎月 18 日までに，サービスの提供日，前月の利用料等の内

訳を記載した請求書を作成し発行します。 

（１） 毎月の利用料は，原則としてあなたが指定する口座払込の方法で，翌月２７日（※ゆ

う貯の場合は２５日）（２５日，２７日が土曜日及び日曜日、または祝祭日の場合は、

翌営業日）にお支払い下さい。 

（２） 但し，介護保険法令に基づいて，保険給付を償還払い（いったんあなたが利用料の

全額を支払い，その後市町村から 9 割分の払戻を受ける方法）の方法をご希望の場

合は，お申し出ください。 

（３） 支払を受けたときは、あなたに対し領収書を発行します。領収書には、当方が提供す

る各種サービスごとの介護保険給付の対象となるものと対象外との区別、領収金額

の内訳を明示します。 

 

22. キャンセル料 

正当な理由なく、サービスの利用をキャンセルした場合には、以下の通りキャンセル料をいた

だきます。 

前々日までのキャンセル ： 利用料自己負担分     無料 

前日のキャンセル     ： 利用料自己負担分の   50 ％ 

当日のキャンセル     ： 利用料自己負担分の  100 ％ 

 

23. 保険給付請求のための証明書の交付 

当事業所では、法定代理受領サービスに該当しない通所介護サービスを提供した場合にお

いて、利用料の支払いを受けたときは、あなたに対して、サービス提供証明書を交付します。 



サービス提供証明書には、提供したサービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載しま

す。 

 

24. 苦情等申立先 

お客様相談室 
（福祉総務課） 

窓口担当者 武田 道彦 

時   間 毎月曜日から金曜日 10時～17時 

方   法 電話 （0829－36－2552） 

お電話でお聞かせいただくか，当方から訪問させ

ていただきます。 

ご意見箱 玄関にお客様ご意見箱を設置しております。 

なお，下記においても受け付けております。 

廿日市市 

健康福祉部高齢介護課 

所在地   廿日市市新宮 1-13-1 

電話番号  0829－30－9196 

時  間 平日午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

広島県 

国民健康保険団体連合会 

所在地  広島市中区東白島町１９番４９号国保会館 

電話番号 082－554－0783 

ご利用時間 平日 8時 30分から午後 5時 15分まで 

 

25. 第三者評価の実施状況 

実施の有無  無（2025年 4月現在） 

実施した直近の年月日 - 

実施した評価機関の名称 - 

評価結果の開示状況 - 

 

26. 非常災害時の対策 

非常時の対応 
別途定める「特別養護老人ホーム阿品清鈴 消防計画」にの

っとり対応を行います。 

近隣との協力関係 
非常連絡網により，関係機関に連絡をするとともに、近隣の施

設を避難場所として使用させていただきます｡ 

平常時の訓練等 

別途定める「特別養護老人ホーム阿品清鈴 消防計画」にの

っとり総合消防訓練の他，年２回避難訓練を利用者の方も可

能な限り参加して実施します。 

防災設備 

 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 非常通報装置 あり 

自動火災報知機 あり 漏電通報装置 あり 

誘導灯 19個所 非常用電源 あり 

消火器 あり  

ガス漏れ報知機 あり 

カーテンは防炎性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 
消防署への届出日：２０１７年８月３日（変更届） 

防 火 管 理 者 ： 小野 誠之 



27. 業務継続計画の策定等について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

28. その他 

（１）職員の変更 

当事業者は，職員の退職，定期異動等により職員を変更することがあります。その場合

には，適宜お知らせいたします。 

（２）利用契約者について 

① 当事業所利用希望者との間に利用契約を行うにあたっては本「重要事項及びサービ

ス内容説明書」の説明を行いその内容を了解した場合に書面をもって行います。 

② 認知症等により，意思能力に問題がある利用者の場合は，成年後見人制度を利用す

るか，またその程度にいたらない利用者の場合も契約の理解に難がある場合は，家

族や日常生活自立支援事業の「立会人」等を求めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



苦 情 解 決 等 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業部門 利 用 者 

事業部門 

お客様相談室 

または第三者委員 

苦情等の発生 

サービス向上委員会への報告 

職員への事

実確認 

担当：所属長 

   施設長 

利用者への事

実確認 

担当：所属長 

ケアマネジャー 

両 事 実 の 照 合 

担当：施設長、所属長 

    利用者事実確認者 

苦情か誤解か要望かの判断と確定 

サービス向上委員会 

委員会からの解決方法提案 

事業所での解決方法の検討、取り組み方法の決定及び

実行、利用者への報告と満足度の確認 

取り組み結果の委員会への報告 

委員会の評価・法人委員会への報告（第三者委員も含む） 

事実確認者の利用者

への満足度確認 

苦情等の申出 

施設長 

または所属長 

苦情受付窓口 

お客様相談室 

廿日市高齢者ケアセンター 

１階 事務室内 

電話番号 0829-36-2552 

ＦＡＸ番号 0829-36-2550 

受付担当 武田 道彦 

第三者委員 

西浦 紘子  

廿日市市峰高 1丁目 8-25 

 電話番号 0829-38-6630 

今石 正人 

広島市安佐北区口田 2-15-20 

電話番号 082-843-5755 



 

説明年月日          年    月    日 

 

 

第一号通所事業（介護予防通所介護サービス相当）又は通所介護サービスの提供の開始に

際し、本書面に基づいて、重要事項の説明を行いました。 

 

事業者名  社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

 

代表者名    西嶋  佳弘 

 

事業所名  デイサービスセンター第２清鈴園 

 

管理者名    小野  誠之 

 

説明者氏名                        

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項及びサービス内容説明書の交付・説明を受け、

第一号通所事業（介護予防通所介護サービス相当）又は通所介護サービスの提供開始に同意

しました。 

 

 

  利用者名                               

 

代筆の場合 

  氏  名                    続柄         

 

 

本重要事項説明書及びサービス内容説明書は２通作成し、契約者と事業所、双方で一部ず

つ保管します。 

 


